
京都市上下水道局職員旅費支給規程等の一部を改正する規程を公布する。 

  令和２年３月３１日 

京都市公営企業管理者   

上下水道局長 山添 洋司 

京都市上下水道局管理規程第１２号 

京都市上下水道局職員旅費支給規程等の一部を改正する規程 

（京都市上下水道局職員旅費支給規程の一部改正） 

第１条 京都市上下水道局職員旅費支給規程の一部を次のように改正する。 

  第４条中「，旅行雑費」を削る。 

  第５条の２中「直ちに」を「直接目的地まで」に改める。 

  第７条第２項及び第８条第２項中「の各号」を削る。 

  第１０条第１項中「別表に定めるところにより」を「実費を」に改め，同項ただし書  

 中「公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により定額の車賃」を「実費」に改 

 め，「実費」を「別表に定める額」に改める。 

 第１２条を次のように改める。 

 第１２条 削除 

 第１３条第１項中「宿泊料は，」の右に「宿泊地の属する地方の区分及び」を加える。 

 第１３条の２第１項中「，旅行雑費」を削る。 

 第１３条の３を次のように改める。 

 第１３条の３ 削除 

 第１４条各号列記以外の部分中「の各号の定める」を「に掲げる」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第１７条第１項の表中「 

２ 研修，講習，訓練，連絡その 

 他これらに類する目的のための 

 旅行で，同一地域に通勤する期 

 間若しくは滞在する期間（その 

 地域に到着した日の翌日からそ 

 の地域を出発する日の前日まで 

 の間をいう。）が引き続き５日を 

 超える場合 

正規の旅費額から，次の区分に応じ，それぞれ

対応する額を減額する。ただし，別に定める場

合を除く。 

ア 通勤する場合 

  ５日を超える日数について別表に掲げる 

 旅行雑費の１０分の２に相当する額。ただ 

 し，第１２条第１項ただし書に該当する場合 

 を除く。 

イ 滞在する場合  

  ５日を超える日数について別表に掲げる 

 旅行雑費の１０分の１（３０日を超える日数 

 については，１０分の２）に相当する額及び 

 次の区分に応じ，それぞれ対応する額 

 （ア） 宿舎及び食事の提供を受ける場合 宿 

  舎及び食事の提供を受ける日数について 

  別表に掲げる宿泊料の全額に相当する額 

 （イ） 宿舎の提供を受けるが，食事の提供を受 

  けず又は食費を徴される場合 宿舎の提 

  供を受ける日数について，別表に掲げる宿 

  泊料の１０分の７に相当する額 

 （ウ） その他の場合 ５日を超える日数につ 

  いて別表に掲げる宿泊料の１０分の１（３ 

  ０日を超える日数については，１０分の 

  ２）に相当する額 

 」を「 

２ 研修，講習，訓練，連絡その 

 他これらに類する目的のための 

 旅行で，同一地域に滞在する期 

 間（その地域に到着した日の翌 

 日からその地域を出発する日の 

 前日までの間をいう。）が引き続 

 き５日を超える場合 

正規の旅費額から，次の区分に応じ，それぞれ

対応する額を減額する。ただし，別に定める場

合を除く。                   

ア 宿舎及び食事の提供を受ける場合 宿舎 

 及び食事の提供を受ける日数について別表 

 に掲げる宿泊料の全額に相当する額 

イ 宿舎の提供を受けるが，食事の提供を受け 

 ず又は食費を徴される場合 宿舎の提供を 

 受ける日数について，別表に掲げる宿泊料の 

 １０分の９に相当する額 

ウ その他の場合 ５日を超える日数につい 

 て別表に掲げる宿泊料の１０分の１（３０日 

 を超える日数については，１０分の２）に相 

 当する額 

 」に改める。 

第１８条第４項中「又はこれを変更するには，」の右に，「別に定める」を加え，「（別 



記様式）」を削る。 

第１９条第１項中「第２項」を「第３項」に改める。 

第２０条第１項各号列記以外の部分中「の各号に規定する」を「に掲げる」に改め，

同条第２項各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同項第２号中「旅行雑費及び」及

び「日数及び」を削る。 

第２１条各号列記以外の部分中「の各号に定める」を「に掲げる」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第１０条，第１３条及び第１７条関係） 

区   分 管  理  者 管理者以外の 者 

車賃（１キロメートルにつき）
円

３７ 

円 

３７  

宿泊料（１夜につき）

甲 地 方    １４，８００    １３，１００ 

乙 地 方    １３，３００    １１，４００ 

備考 宿泊料の項中において，「甲地方」及び「乙地方」とは，それぞれ旅費法別表 

  第１ １ 備考に規定する甲地方及び乙地方をいう。 

 別記様式（第１８条関係）を削る。 

（京都市上下水道局職員市内出張旅費支給規程の一部改正） 

第２条 京都市上下水道局職員市内出張旅費支給規程の一部を次のように改正する。 

  第１条中第３号を削り，第４号を第３号とする。 

  第２条第２号中「市に編入」を「京都市に編入」に改める。 

  第４条中「３７円の割」を「３７円の割合」に改める。 

  第５条の見出し中「旅行雑費及び」を削り，同条中「次」を「別表」に改め，「旅行雑

費及び」を削り，同条各号を削る。 

  第６条第１項中「別記様式による」を「別に定める」に改め，同条第３項中「旅行雑

費又は」を削る。 

 

 

 

 



附則の次に次の別表を加える。 

別表（第５条関係） 

区 分 宿泊料（１夜につき） 

管 理 者 
          円 

    １４，８００ 

管理者以外の者     １３，１００ 

別記様式を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規程による改正後の京都市上下水道局職員旅費支給規程第１３条の２の規定は， 

 令和２年３月１日から適用する。 

３ この規程による改正後の京都市上下水道局職員市内出張旅費支給規程の規定は，この 

 規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し，同日前に出発した旅行については， 

 なお従前の例による。 

（上下水道局総務部職員課） 

 


